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告 示 

鳥取県告示第614号 

漁業災害補償法の一部を改正する法律（令和７年法律第31号）による改正前の漁業災害補償法（昭和39年法律

第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定に基づき発起人から届出のあった次の

加入区及び漁業の区分に係る共済契約の締結の申込みに係る同意については、審査した結果漁業災害補償法の一

部を改正する法律による改正後の漁業災害補償法第108条第２項に規定する要件に適合すると認めたので、同条

第４項において準用する同法第105条の２第４項の規定により告示する。 

  令和７年10月24日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

加 入 区 漁 業 の 区 分 

鳥取東部加入区 漁業災害補償法第104条第２号に掲げる漁業（沖合底びき網漁業（底びき網を使用し

て行う漁業であって使用する漁船の合計総トン数が20トン以上100トン未満であるも

のをいう。）を除く。） 

                                                    

鳥取県告示第615号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

に基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

  令和７年10月24日 

鳥取県西部総合事務所長 荒  田  す み 子   

名 称 
主たる事務所の所

在地 

指定に係る障害福祉サ

ービス事業を行う事業

所の名称 

指定に係る障害福

祉サービス事業を

行う事業所の所在

地 

障害福祉サー

ビスの種類 
指定年月日 

社会福祉法人

和貴 

西伯郡大山町押平

747－１ 

きまちホーム 西伯郡大山町高田

1684－２ 

短期入所 令和７年11月

１日 

〃 〃 きまちホーム・睦 〃 共同生活援助 〃 

〃 〃 
きまち作業所 西伯郡大山町高田

1685－３ 

生活介護 
〃 

 


